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②製品、個装箱及び取扱説明書への表示事項 

－技術基準への理解、認識が不足していた。 

－輸入事業者から製造事業者に対しては正しく発注していたが、輸入事業者

が受け入れる際の検査又は検品が不十分であった。 

－実際の輸入事業者ではなく、販売事業者名を表示していた。あるいは、表

示すべき事業者名を表示していなかった。 

－ひょう量、目量等表示すべき事項を表示していなかった。 

－非法定計量単位であるＯＺ（オンス）の表示がされていた。 

注）ｌｂ（ポンド）も非法定計量単位のため表示することはできません。 

 

輸入事業者又は製造事業者が技術上の基準への適合義務に違反している

と認められるときは、改善命令処分の対象となります。また、販売事業者が丸正

マークの表示を付していないときは、罰則の対象となります。 

事業者の皆様におかれましては、計量法の遵守に努めて下さい。 

 

試買調査の結果は、次の経済産業省のホームページで閲覧が可能です。 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/keiryougyous

ei.html 

 

 

 
【お問い合わせ先】 

 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 

 TEL ０３－３５０１－１６８８、FAX ０３－３５０１－７８５１ 

 E-mail：metrology-policy@meti.go.jp 

 

 

 


